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県と広島市が出資する遣題会社が

発注した トンネルエ事で、業者の

見叢もり曲蓉を十分に踏まえず喪

約が結ぱれたため工事藍が不足し

ている電寵性のあることがわかっ

たことを受けて、8日 、地元の住

民たちが道路公社などに対して、

工事を一時中断するよう要請しま

した。

広島高連遺播公社がおよそ200億 円で発注した広島高墨 5号線の トンネルの建設王

事では、公社と受注業者との間で工事費用の認識にずれが生じ、公社の担婆著が業者

の見積ぬ書を十分に踏まえず、契約が緒ばれた可能性が指鏡されています。

こ紐を受けて、現場付近の住最などおよモ 10人 が 8雷 、遺鶴公社を訪れ、工事在―

時中断するよう求める文書を手渡しました。

この中で住民たちが、契約から着工までの経購や費用の不足額を住民に説明するまで

懲工事を中断するよつ求めたのに対し公社側は 好中断する考えfまなしヽが頂いた意見に

ついては今後、文書で回答じたいどと応えていました。

地元住民の池元美彦さん態 曜 額について十分な説親がないまま工事が進んでいるの

が残念できちんとした説明を求めたい」と議していました。

また、広島高速遺鶴公社の神霞曇吾建設課長tま野頂いた意見につもヽて|ま県や市とも協

議をしたいどと誌していました`
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